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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

提出会社の経営指標等 

 （注）１．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記

載しておりません。 

２．売上高には消費税等が含まれていません。 

３．第18期及び第19期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、期中平均株価の算定が困難なため、

記載を省略しております。 

４．当社は平成16年10月18日付で普通株式１株につき30株の株式分割を行っております。 

回次 第18期中 第19期中 第20期中 第18期 第19期 

会計期間 

自平成16年 
９月１日 

至平成17年 
２月28日 

自平成17年 
９月１日 

至平成18年 
２月28日 

自平成18年 
９月１日 

至平成19年 
２月28日 

自平成16年 
９月１日 

至平成17年 
８月31日 

自平成17年 
９月１日 

至平成18年 
８月31日 

売上高 （千円） － － 653,508 564,505 930,845 

経常利益 （千円） － － 121,199 103,386 141,073 

中間（当期）純利益 （千円） － － 74,455 72,002 84,769 

持分法を適用した場

合の投資利益 
（千円） － － － － － 

資本金 （千円） － － 506,250 71,500 71,500 

発行済株式総数 （株） － － 9,230 7,230 7,230 

純資産額 （千円） － － 1,315,194 286,468 371,238 

総資産額 （千円） － － 2,485,748 914,704 1,862,846 

１株当たり純資産額 （円） － － 142,491.24 39,622.25 51,346.91 

１株当たり中間（当

期）純利益 
（円） － － 9,354.94 10,717.80 11,724.66 

潜在株式調整後１株

当たり中間（当期）

純利益 

（円） － － 8,786.40 － － 

１株当たり配当額 （円） － － － － － 

自己資本比率 （％） － － 52.9 31.3 19.9 

営業活動によるキャ

ッシュ・フロー 
（千円） － － 78,505 109,751 55,962 

投資活動によるキャ

ッシュ・フロー 
（千円） － － △346,230 △80,610 △883,129 

財務活動によるキャ

ッシュ・フロー 
（千円） － － 486,728 208,138 797,098 

現金及び現金同等物

の中間期末（期末）

残高 

（千円） － － 453,093 264,158 234,090 

従業員数 

（外、平均臨時雇用

者数） 

（人） 
－ 

(－)

－ 

(－)

52 

(14)

30 

(9)

48 

(12)



２【事業の内容】 

当中間会計期間において、当社が営む事業の内容に重要な変更はありません。 

３【関係会社の状況】 

 該当事項はありません。 

４【従業員の状況】 

(1）提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（嘱託社員、パートタイマー等を含みます。）は、当中間会計期

間の平均人員を（ ）外数で記載しております。 

２．従業員数が当中間会計期間において４名増加しておりますが、主として業容拡大に伴う期中採用によるもの

であります。 

(2）労働組合の状況 

    労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  平成19年２月28日現在

従業員数（人） 52（14） 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

当中間会計期間におけるわが国経済は、『景気は、消費に弱さがみられるものの、回復している。』という平成

19年３月15日内閣府の月例経済報告に示されるように、企業収益は改善し、設備投資は増加し、雇用情勢は、厳し

さが残るものの、改善に広がりがみられ、個人消費はおおむね横ばいとなっています。先行きにつきましては、原

油価格の動向が内外経済に与える影響等には留意する必要があるものの、企業部門の好調さが持続しており、これ

が家計部門へ波及し国内民間需要に支えられた景気回復が続くと見込まれます。 

当社の主な営業分野である液晶業界におきましては、液晶テレビの大型化が継続するなど長期的な拡大を続けて

いることから第８世代の設備投資は前倒しで行われました。しかし、平成18年夏商戦以降に液晶パネルの在庫状況

が一時的に過大になったことから、液晶メーカーの多くは設備投資の見直しと延期を行いました。半導体分野にお

きましては、景気拡大を受けて好調な生産出荷が続きました。また、好景気の継続を見込んだ大型の設備投資が継

続し先行きにも明るさが見えました。太陽電池分野におきましては、地球環境問題に端を発した新エネルギーへの

期待が高まる中、需要が急激に拡大しております。太陽電池メーカー各社についても、新工場建設が進むなど具体

的な動きが継続しました。 

このような経済環境の中、液晶製造装置分野においては、受注の低迷が出始めておりますが、最大クラスとなる

第８世代ガラス基板に関連する大型部品の生産が好調に推移いたしました。半導体製造装置分野においては、半導

体製造装置の受注の上昇傾向に支えられ、装置部品全般の受注および生産が活発に推移いたしました。また、新規

に12インチ半導体製造装置向け部品の受注を行うなどの営業活動を継続いたしました。太陽電池分野につきまして

は、一部の客先発注がずれ込んでおりますが、太陽電池メーカーの新工場建設に向けた製造装置部品の生産と出荷

が拡大いたしました。 

また、液晶分野における設備投資が大型設備に集中する傾向と、半導体製造装置の大型化に対応するために熊本

県大津南部工業団地に新事業所を建設し、平成19年２月より稼働を開始したため、減価償却費が増加いたしまし

た。 

また、平成18年12月26日に東京証券取引所マザーズに上場したことによる上場費用が販売費及び一般管理費と営

業外費用に発生いたしました。 

これらの結果、当中間会計期間における経営成績は、売上高653,508千円、経常利益121,199千円、中間純利益

74,455千円と増収増益となりました。 

 なお、当中間会計期間は、中間財務諸表の作成初年度であるため、前年同期との比較分析は行っておりませ

ん。（以下「(2) キャッシュ・フロー」及び「２生産、受注及び販売の状況」においても同じ） 

(2) キャッシュ・フロー 

当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前中間会計期間末に比べ121,451

千円増加し、当中間会計期間末には453,093千円となりました。 

  増加の第１の要因は、液晶製造装置分野、太陽電池分野及び半導体製造装置分野の生産及び販売が好調に推移

し、売上債権の増加による資金の減少及び熊本事業所の開設に伴う有形固定資産の取得による支出等の要因により

一部相殺されたものの、税引前中間純利益が120,910千円と大きく増加したことによるものであります。 

  増加の第２の要因は、平成18年12月26日に東京証券取引所マザーズに上場し、2,000株の公募増資により、

869,500千円の資金調達をおこない、熊本事業所の設備資金として調達した長期借入金の残金256,500千円及び短期

借入金30,000千円を返済し、残額は運転資金としたことによるものであります。 

 当中間会計期間中における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、78,505千円となりました。これは主に、税引前中間純利益120,910千円、減価

償却費78,181千円を計上したこと、売上債権の増加による資金の減少165,566千円、たな卸資産の減少による資金

の増加9,780千円、仕入債務の増加による資金の増加9,605千円、未収消費税等の減少による資金の増加14,271千円

等があったことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、346,230千円となりました。これは、熊本事業所の土地の一部売却による収入

44,712千円、熊本事業所の建設等に伴う有形固定資産の取得による支出385,153千円、新会計システムの導入等に

伴う無形固定資産の取得による支出5,790千円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動の結果得られた資金は、486,728千円となりました。これは、株式の発行による収入858,876千円、長期

借入金の返済による支出342,148千円、短期借入金の返済による支出30,000千円によるものであります。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

 （１）生産実績 

 当中間会計期間の生産実績を製品分野別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税は含まれておりません。 

 （２）受注状況 

 当中間会計期間の受注状況を製品分野別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税は含まれておりません。 

 （３）販売実績 

 当中間会計期間の販売実績を製品分野別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．上記の金額には、消費税は含まれておりません。 

２．主要な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次の通りであります。 

区分 金額（千円） 前年同期比（％） 

液晶製造装置関連部品 377,370 ― 

半導体製造装置関連部品 124,624 ― 

太陽電池製造装置関連部品 127,955 ― 

その他 18,701 ― 

合計 648,652 ― 

区分 受注高（千円） 前年同期比（％）
受注残高 
（千円） 

前年同期比（％）

液晶製造装置関連部品 333,169 ― 36,467 ― 

半導体製造装置関連部品 142,069 ― 25,179 ― 

太陽電池製造装置関連部品 47,847 ― 45,154 ― 

その他 19,099 ― 817 ― 

合計 542,186 ― 107,619 ― 

区分 金額（千円） 前年同期比（％） 

液晶製造装置関連部品 372,863 ― 

半導体製造装置関連部品 125,336 ― 

太陽電池製造装置関連部品 129,422 ― 

その他 25,885 ― 

合計 653,508 ― 

相手先 

当中間会計期間 
（自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日） 

金額（千円） 割合（％） 

ワイエイシイ株式会社 223,859 34.3 

有限会社ダイテックス 129,422 19.8 

株式会社東京カソード研究所 105,706 16.2 

東京エレクトロンＡＴ株式会社 94,154 14.4 



３【対処すべき課題】 

当中間会計期間において当社が対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

４【経営上の重要な契約等】 

 該当事項はありません 

５【研究開発活動】 

 該当事項はありません。 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

(1）当中間会計期間において、前事業年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はありませ

ん。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。 

(2）当中間会計期間において、前事業年度末に計画中であった重要な設備の新設について完了したものは、次のとお

りであります。 

熊本事業所の土地、建物及び生産設備等の新設については平成19年２月に完了し、２月から操業を開始しており

ます。これにより、当社全体の生産能力は約17％増加しました。 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

 (注）平成19年４月11日の臨時株主総会において、定款の変更を行い、次のとおりとなりました。 

   当会社の発行可能株式総数は36,920株とする 

②【発行済株式】 

 (注）「提出日現在発行数」欄には、平成19年５月１日から、この半期報告書提出日までの新株予約権の権利行使に

より発行された株式数は含まれておりません。 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 28,920 

計 28,920 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成19年２月28日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成19年５月14日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 9,230 9,233 
東京証券取引所 

（マザーズ） 
－ 

計 9,230 9,233 － － 



(2）【新株予約権等の状況】 

 旧商法第280条ノ20及び第280ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

① 平成16年10月25日定時株主総会決議 

ａ）第１回新株予約権（平成16年10月25日取締役会決議に基づく発行） 

 （注）１．当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。 

ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数

について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率 

また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分

割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。 

２．当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整により生じ

る１円未満の端数は切り上げる。 

また、時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整に

より生じる１円未満の端数は切り上げる。 

３．新株予約権の行使の条件 

① 権利行使時において、当社の取締役、監査役又は従業員の地位を保有していることとする。 

② 新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。 

③ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。 

４．新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。 

５．退職等により権利を喪失した従業員の新株予約権の個数は除外しております。 

区分 
中間会計期間末現在 
（平成19年２月28日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年４月30日） 

新株予約権の数（個） 450 450 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 450 450 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 100,000 同左 

新株予約権の行使期間 
自：平成18年10月26日 

至：平成26年10月25日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   100,000 

資本組入額  50,000 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注）３ （注）３ 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）４ （注）４ 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― ― 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
１ 

分割・併合の比率

 
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
新規発行前の株価 

既発行株式数 ＋ 新規発行による増加株式数 



ｂ）第２回新株予約権（平成17年６月15日取締役会決議に基づく発行） 

 （注）１．当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。 

ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数

について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率 

また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分

割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。 

２．当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整により生じ

る１円未満の端数は切り上げる。 

また、時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整に

より生じる１円未満の端数は切り上げる。 

３．新株予約権の行使の条件 

① 権利行使時において、当社の取締役、監査役又は従業員の地位を保有していることとする。 

② 新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。 

③ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。 

④ その他の条件については、平成17年６月15日開催の当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当

てを受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 

４．新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。 

５．退職等により権利を喪失した従業員の新株予約権の個数は除外しております。 

区分 
中間会計期間末現在 
（平成19年２月28日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年４月30日） 

新株予約権の数（個） 121 116 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 121 116 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 100,000 同左 

新株予約権の行使期間 
自：平成18年10月26日 

至：平成26年10月25日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   100,000 

資本組入額  50,000 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注）３ （注）３ 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）４ （注）４ 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― ― 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
１ 

分割・併合の比率

 
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
新規発行前の株価 

既発行株式数 ＋ 新規発行による増加株式数 



ｃ）第３回新株予約権（平成17年10月13日取締役会決議に基づく発行） 

 （注）１．当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。 

ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数

について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率 

また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分

割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。 

２．当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整により生じ

る１円未満の端数は切り上げる。 

また、時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整に

より生じる１円未満の端数は切り上げる。 

３．新株予約権の行使の条件 

① 権利行使時において、当社の取締役、監査役又は従業員の地位を保有していることとする。 

② 新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。 

③ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。 

④ その他の条件については、平成17年10月13日開催の当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当

てを受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 

４．新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。 

区分 
中間会計期間末現在 
（平成19年２月28日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年４月30日） 

新株予約権の数（個） 17 17 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 17 17 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 360,000 同左 

新株予約権の行使期間 
自：平成18年10月26日 

至：平成26年10月25日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   360,000 

資本組入額  180,000 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注）３ （注）３ 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）４ （注）４ 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― ― 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
１ 

分割・併合の比率

 
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
新規発行前の株価 

既発行株式数 ＋ 新規発行による増加株式数 



② 平成17年11月19日定時株主総会決議 

ａ）第４回新株予約権（平成18年１月18日取締役会決議に基づく発行） 

 （注）１．当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。 

ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数

について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率 

また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分

割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。 

２．当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる１円未満の

端数は切り上げる。 

また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合〔新株予約権の行使により新

株を発行する場合は除く。〕は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切

り上げる。 

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を

「１株当たり処分金額」と読み替えるものとする。 

さらに当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割

若しくは吸収合併を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。 

３．新株予約権の行使の条件 

① 権利行使時において、当社の取締役、監査役又は従業員の地位を保有していることとする。 

② 新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。 

③ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。 

④ その他の条件については、平成17年11月19日開催の第18期定時株主総会及び平成18年１月18日開催の取締

役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定

めるところによる。 

４．新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。 

５．退職等により権利を喪失した従業員の新株予約権の個数は除外しております。 

区分 
中間会計期間末現在 
（平成19年２月28日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年４月30日） 

新株予約権の数（個） 55 50 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 55 50 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 421,000 同左 

新株予約権の行使期間 
自：平成19年11月20日 

至：平成27年11月19日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   421,000 

資本組入額  210,500 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注）３ （注）３ 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）４ （注）４ 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― ― 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
１ 

分割・併合の比率

 
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
新規発行前の株価 

既発行株式数 ＋ 新規発行による増加株式数 



ｂ）第５回新株予約権（平成18年４月10日取締役会決議に基づく発行） 

 （注）１．当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。 

ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数

について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率 

また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分

割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。 

２．当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる１円未満の

端数は切り上げる。 

また、時価を下回る価格で、新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合〔新株予約権の行使により新

株を発行する場合は除く。〕は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切

り上げる。 

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を

「１株当たり処分金額」と読み替えるものとする。 

さらに当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割

若しくは吸収合併を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。 

３．新株予約権の行使の条件 

① 権利行使時において、当社の取締役、監査役又は従業員の地位を保有していることとする。 

② 新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。 

③ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。 

④ その他の条件については、平成17年11月19日開催の第18期定時株主総会及び平成18年４月10日開催の取締

役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定

めるところによる。 

４．新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。 

区分 
中間会計期間末現在 
（平成19年２月28日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年４月30日） 

新株予約権の数（個） 41 41 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 41 41 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 431,000 同左 

新株予約権の行使期間 
自：平成19年11月20日 

至：平成27年11月19日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   431,000 

資本組入額  215,500 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注）３ （注）３ 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）４ （注）４ 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― ― 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
１ 

分割・併合の比率

 
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
新規発行前の株価 

既発行株式数 ＋ 新規発行による増加株式数 



ｃ）第６回新株予約権（平成18年４月25日取締役会決議に基づく発行） 

 （注）１．当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。 

ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数

について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率 

また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分

割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。 

２．当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる１円未満の

端数は切り上げる。 

また、時価を下回る価格で、新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合〔新株予約権の行使により新

株を発行する場合は除く。〕は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切

り上げる。 

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を

「１株当たり処分金額」と読み替えるものとする。 

さらに当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割

若しくは吸収合併を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。 

３．新株予約権の行使の条件 

① 権利行使時において、当社の取締役、監査役又は従業員の地位を保有していることとする。 

② 新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。 

③ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。 

④ その他の条件については、平成17年11月19日開催の第18期定時株主総会及び平成18年４月25日開催の取締

役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定

めるところによる。 

４．新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。 

区分 
中間会計期間末現在 
（平成19年２月28日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年４月30日） 

新株予約権の数（個） 3 3 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 3 3 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 431,000 同左 

新株予約権の行使期間 
自：平成19年11月20日 

至：平成27年11月19日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   431,000 

資本組入額  215,500 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注）３ （注）３ 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）４ （注）４ 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― ― 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
１ 

分割・併合の比率

 
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
新規発行前の株価 

既発行株式数 ＋ 新規発行による増加株式数 



(3）【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(4）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

 （注１）有償一般募集（ブックビルディング方式による募集） 

発行価格         434,750円 

資本組入額        217,375円 

払込金総額        869,500千円 

 （注２）平成19年３月１日から平成19年４月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行株式総数が３株、資本金

及び資本準備金がそれぞれ150千円増加しております。 

(5）【大株主の状況】 

年月日 
発行済株式総
数増減数 

（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成18年12月25日 2,000 9,230 434,750 506,250 434,750 496,250 

  平成19年２月28日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％） 

前田 俊一 鹿児島県出水市 5,000 54.17 

前田 美佐子 鹿児島県出水市 420 4.55 

ビー・エヌ・ピー・パリバ・セキ

ュリティーズ（ジャパン）リミテ

ッド 

東京都千代田区大手町１丁目７-２ 東京

サンケイビル 

  

188 2.04 

レオス・キャピタルワークス株式

会社 
東京都千代田区一番町17-６  161 1.74 

前田 良子 鹿児島県出水市 150 1.63 

カセイス バンク オーディナリ

ー アカウント 

（常代 株式会社三菱東京ＵＦＪ

銀行決済事業部） 

１ PLACE VALHUBERT 75013 PARIS,FRANCE 

（東京都千代田区丸の内２丁目７-１） 
125 1.35 

松井証券株式会社 東京都千代田区麹町１丁目４ 112 1.21 

五十嵐 光栄 鹿児島県出水市 111 1.20 

前田 務 鹿児島県出水市 100 1.08 

日本アジア投資株式会社 東京都千代田区永田町２丁目13-５ 90 0.98 

計 － 6,457 69.96 



(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。 

なお、平成18年12月26日付をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については該当

事項はありません。 

  平成19年２月28日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） － － － 

完全議決権株式（その他）  普通株式    9,230 9,230 － 

端株 － － － 

発行済株式総数 9,230 － － 

総株主の議決権 － 9,230 － 

  平成19年２月28日現在

所有者の氏名又は
名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

－ － － － － － 

計 － － － － － 

月別 平成18年９月 10月 11月 12月 平成19年１月 ２月 

最高（円） － － － 1,070,000 759,000 637,000 

最低（円） － － － 673,000 467,000 474,000 



３【役員の状況】 

 有価証券届出書の提出日後、当半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。 

(1）新任役員 

(2）退任役員 

       該当事項はありません。 

(3）役職の異動 

    該当事項はありません。 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（株） 

就任年月日 

取締役 品質管理部長 五十嵐 光栄 昭和46年２月22日 

平成７年４月 ホーチキ株式会社 入社 

平成18年４月 当社 入社 

平成18年５月 当社 品質管理部長兼品質管

理課長 

  （現在に至る） 

    

111 
平成19年 

４月11日 

監査役   紫尾 俊一  昭和24年２月27日 

昭和47年４月 株式会社鹿児島銀行 入行 

平成７年７月 同行延岡支店 支店長 

平成13年２月 同行阿久根支店 支店長 

平成15年２月 かぎんビジネスサービス株式

会社 出向 

平成18年３月 株式会社みともコンサルタン

ト 入社 

－ 
平成19年 

４月11日 



第５【経理の状況】 

１．中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

(2）当半期報告書は、最初に提出するものでありますので、前年同期との対比は行っておりません。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、当中間会計期間（平成18年９月１日から平成19年２月28日ま

で）の中間財務諸表について、三優監査法人により中間監査を受けております。 

３．中間連結財務諸表について 

 当社は子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。 



【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

   
当中間会計期間末 

（平成19年２月28日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成18年８月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  453,093 234,090 

２．受取手形  404,606 244,316 

３．売掛金  126,771 121,494 

４．たな卸資産  36,849 46,629 

５．その他 ※４ 17,505 26,261 

貸倒引当金  △344 △243 

流動資産合計  1,038,482 41.8 672,550 36.1

Ⅱ 固定資産    

(1）有形固定資産 ※１   

１．建物 ※２ 354,090 219,363 

２．機械及び装置 ※２ 729,832 593,102 

３．土地 ※２ 308,310 350,758 

４．その他 ※２ 40,702 17,616 

有形固定資産合計  1,432,936 57.6 1,180,840 63.4

(2）無形固定資産  9,790 0.4 5,419 0.3

(3）投資その他の資産  4,538 0.2 4,036 0.2

固定資産合計  1,447,265 58.2 1,190,296 63.9

資産合計  2,485,748 100.0 1,862,846 100.0

     
 



   
当中間会計期間末 

（平成19年２月28日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成18年８月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形  61,181 40,050 

２．買掛金  31,348 40,884 

３．短期借入金  ― 30,000 

４．１年以内返済予定長期
借入金 

※２ 147,856 175,326 

５．賞与引当金  10,413 4,065 

６．受注損失引当金  3,300 2,200 

７．未払金  12,944 31,527 

８．未払法人税等  62,360 4,129 

９．その他  18,231 17,334 

流動負債合計  347,635 14.0 345,518 18.6

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金 ※２ 753,696 1,068,374 

２．繰延税金負債  69,223 77,716 

固定負債合計  822,919 33.1 1,146,090 61.5

負債合計  1,170,554 47.1 1,491,608 80.1

     
 



   
当中間会計期間末 

（平成19年２月28日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成18年８月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金  506,250 20.4 71,500 3.8

２ 資本剰余金    

(1）資本準備金  496,250 61,500   

資本剰余金合計  496,250 20.0 61,500 3.3

３ 利益剰余金    

(1）利益準備金  500 500   

(2）その他利益剰余金    

特別償却準備金  101,293 107,452   

繰越利益剰余金  210,900 130,285   

利益剰余金合計   312,694 12.5 238,238 12.8

株主資本合計  1,315,194 52.9 371,238 19.9

純資産合計  1,315,194 52.9 371,238 19.9

負債純資産合計  2,485,748 100.0 1,862,846 100.0

     



②【中間損益計算書】 

   
当中間会計期間 

（自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％） 

金額（千円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高  653,508 100.0 930,845 100.0 

Ⅱ 売上原価  420,746 64.4 603,635 64.8

売上総利益  232,761 35.6 327,209 35.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費  86,981 13.3 173,141 18.6

営業利益  145,780 22.3 154,067 16.6

Ⅳ 営業外収益 ※１ 4,187 0.6 4,325 0.4

Ⅴ 営業外費用 ※２ 28,768 4.4 17,319 1.9

経常利益  121,199 18.5 141,073 15.1

Ⅵ 特別利益  ※３ 2,264 0.4 － －

Ⅶ 特別損失 ※４ 2,553 0.4 187 0.0

税引前中間（当期）純
利益 

 120,910 18.5 140,885 15.1

法人税、住民税及び事
業税 

 60,216 4,283   

法人税等調整額  △13,761 46,454 7.1 51,832 56,115 6.0

中間（当期）純利益  74,455 11.4 84,769 9.1

     



③【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間（自 平成18年９月１日 至 平成19年２月28日） 

前事業年度の株主資本等変動計算書（自 平成17年９月１日 至 平成18年８月31日） 

 

株主資本 

純資産合計 
資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本合
計 

資本準備金 
資本剰余金
合計 

利益準備
金 

その他利益剰余金 
利益剰余金
合計 特別償却準

備金 
繰越利益剰
余金 

平成18年８月31日 残高 
（千円） 

71,500 61,500 61,500 500 107,452 130,285 238,238 371,238 371,238

中間会計期間中の変動額       

新株の発行 434,750 434,750 434,750   869,500 869,500

特別償却準備金の取崩   △6,158 6,158 ― ― ―

中間純利益   74,455 74,455 74,455 74,455

中間会計期間中の変動額合計 
（千円） 

434,750 434,750 434,750 ― △6,158 80,614 74,455 943,955 943,955

平成19年２月28日 残高 
（千円） 

506,250 496,250 496,250 500 101,293 210,900 312,694 1,315,194 1,315,194

 

株主資本 

純資産合計
資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本合
計 

資本準備金 
資本剰余金
合計 

利益準備
金 

その他利益剰余金 
利益剰余金
合計 特別償却準

備金 
繰越利益剰
余金 

平成17年８月31日 残高 
（千円） 

71,500 61,500 61,500 500 28,149 124,819 153,468 286,468 286,468

事業年度中の変動額       

特別償却準備金の積立   88,405 △88,405 ― ― ―

特別償却準備金の取崩   △9,102 9,102 ― ― ―

当期純利益   84,769 84,769 84,769 84,769

事業年度中の変動額合計 
（千円） 

― ― ― ― 79,303 5,466 84,769 84,769 84,769

平成18年８月31日 残高 
（千円） 

71,500 61,500 61,500 500 107,452 130,285 238,238 371,238 371,238



④【中間キャッシュ・フロー計算書】 

   
当中間会計期間 

（自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日） 

前事業年度の要約 
キャッシュ・フロー計算書 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

税引前中間（当期）純利
益 

 120,910 140,885 

減価償却費  78,181 105,544 

固定資産売却益  △2,264 － 

固定資産除却損  174 187 

貸倒引当金の増減額  101 134 

賞与引当金の増減額  6,347 1,626 

役員退職慰労引当金の増
減額 

 － △4,000 

受注損失引当金の増減額  1,100 1,290 

受取利息及び配当金  △143 △26 

支払利息  9,052 14,372 

株式交付費  10,623 － 

売上債権の増減額  △165,566 △157,323 

たな卸資産の増減額  9,780 △17,536 

仕入債務の増減額  9,605 41,803 

未収消費税等の増減額   14,271 △14,983 

未払消費税等の増減額  － △13,842 

その他   △2,975 12,939 

小計  89,199 111,070 

利息及び配当金の受取額  143 26 

利息の支払額  △8,851 △14,940 

法人税等の支払額  △1,985 △40,193 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 78,505 55,962 

 



   
当中間会計期間 

（自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日） 

前事業年度の要約 
キャッシュ・フロー計算書 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

有形固定資産の取得によ
る支出 

 △385,153 △878,665 

有形固定資産の売却によ
る収入 

 44,712 － 

無形固定資産の取得によ
る支出 

 △5,790 △4,462 

その他  － △1 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △346,230 △883,129 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

長期借入れによる収入  － 920,000 

短期借入金の返済による
支出 

 △30,000 － 

長期借入金の返済による
支出 

 △342,148 △93,000 

割賦債務の返済による支
出 

 － △29,900 

株式の発行による収入  858,876 － 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 486,728 797,098 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減
額 

 219,003 △30,067 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首
残高 

 234,090 264,158 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間
期末（期末）残高 

※１ 453,093 234,090 

     



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
当中間会計期間 

（自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）たな卸資産 

製品、仕掛品 

  個別法による原価法 

(1）たな卸資産 

製品、仕掛品 

同左 

  原材料 

 移動平均法による原価法  

原材料 

同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

建物（附属設備を除く）・・定額法 

上記以外・・・・・・・・・定率法 

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

建物     15年～31年 

機械及び装置 ２年～13年 

(1）有形固定資産 

同左 

  

  (2）無形固定資産 

自社利用目的のソフトウェア 

 社内における見込利用可能期間

（５年）に基づく定額法によってお

ります。 

(2）無形固定資産 

同左 

  

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒による損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2）賞与引当金 

 従業員の賞与の支払いに備えるた

め、支給見込額のうち当中間会計期間

に負担すべき金額を計上しておりま

す。 

(2）賞与引当金 

 従業員の賞与の支払いに備えるた

め、支給見込額のうち当期に負担すべ

き金額を計上しております。 

  (3）受注損失引当金 

 受注契約に係る将来の損失の発生に

備えるため、当中間会計期間末におけ

る受注契約に係る損失見込額を計上し

ております。 

(3）受注損失引当金 

 受注契約に係る将来の損失の発生に

備えるため、当期末における受注契約

に係る損失見込額を計上しておりま

す。 

４．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。 

同左 

５．中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フ

ロー計算書）における資

金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、価

値の変動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以内に償還期

限の到来する短期投資からなっており

ます。 

同左 

６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

 消費税等の処理方法 

 税抜方式によっております。 

 消費税等の処理方法 

同左 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更 

追加情報 

当中間会計期間 
（自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

――――――――――― １．固定資産の減損に係る会計基準 

 当期より、固定資産の減損に係る会計基準（「固定

資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第６号 平成15年10月31日）を適用してお

ります。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

―――――――――――  ２．貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準 

 当期より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号 

平成17年12月９日）を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は371,238千円

であります。 

 なお、財務諸表等規則の改正により、当期における

貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸

表等規則により作成しております。 

 荷造運送費は、従来、販売費及び一般管理費として処

理しておりましたが、当中間会計期間より売上原価に計

上しております。 

 これは、液晶関連製造装置部品の大型化等により、売

上高との個別対応関係が強い荷造運送費の金額的重要性

が高まってきたことを契機に費用収益の対応をより適切

に図るため原価計算制度をより一層精緻化したことに伴

い変更したものであります。 

 この変更により、従来と同一の方法によった場合に比

べ売上原価は19,834千円増加し、売上総利益が同額減少

しますが、販売費及び一般管理費も同額減少するため、

営業利益、経常利益、税引前中間純利益、中間純利益に

与える影響はありません。 

  ―――――――――――  

  

  

  

当中間会計期間 
（自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

――――――――――― 重要な設備投資 

 平成18年７月10日の取締役会において半導体及び液晶

製造装置部品の加工能力を増強するため、熊本県菊池郡

大津町に熊本事業所を新設し、大型高精度加工機械を導

入する旨を決定しました。 

１．投資予算：620百万円（既支出額 264百万円） 

２．導入時期 

着工時期：平成18年７月 

完成予定：平成19年１月 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

（中間損益計算書関係） 

当中間会計期間末 
（平成19年２月28日） 

前事業年度末 
（平成18年８月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

317,664千円 

※２．担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保資産 

建物 212,716千円 （207,262千円）

構築物  9,103千円 （  8,148千円）

機械及び装置 331,901千円 （331,901千円）

土地   86,299千円 （ 68,250千円）

  合計  640,021千円 （615,562千円）

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

243,976千円 

※２．担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保資産 

建物 219,363千円 （213,708千円）

機械及び装置 370,012千円 （370,012千円）

土地  350,758千円 （ 68,250千円）

  合計  940,134千円 （651,971千円）

担保付債務 

 上記のうち（ ）内書は工場財団抵当並びに当該債務

を示しております。 

1年以内返済 58,176千円 （ 38,976千円）

予定長期借入金     

長期借入金  485,996千円 （327,150千円）

合計  544,172千円 （366,126千円）

担保付債務 

 上記のうち（ ）内書は工場財団抵当並びに当該債務

を示しております。 

1年以内返済 38,976千円 （ 38,976千円）

予定長期借入金     

長期借入金  766,638千円 （346,638千円）

合計  805,614千円 （385,614千円）

３．手形裏書譲渡高      6,719千円 ３．手形裏書譲渡高      9,371千円 

※４．消費税等の取扱い 

  仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金

額的重要性が乏しいため、流動資産の「その他」に含

て表示しております。 

※４．    ―――――――――― 

当中間会計期間 
（自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

※１．営業外収益のうち主要なもの 

   受取助成金      3,750千円 

※１．営業外収益のうち主要なもの 

   受取助成金      3,892千円 

※２．営業外費用のうち主要なもの 

   株式交付費     10,623千円 

   株式公開関連費用  9,057千円 

   支払利息      9,052千円 

※２．営業外費用のうち主要なもの 

   支払利息       14,372千円 

  

  

※３．特別利益のうち主要なもの 

   固定資産売却益   2,264千円 

※３．  ―――――――――――――― 

※４．特別損失のうち主要なもの 

   損害賠償金     2,378千円 

   固定資産除却損    174千円 

※４．特別損失のうち主要なもの 

   固定資産除却損     187千円 

 ５．減価償却実施額 

   有形固定資産    76,937千円 

   無形固定資産      1,243千円  

 ５．減価償却実施額 

      有形固定資産    103,968千円 

      無形固定資産       1,576千円  



（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自 平成18年９月１日 至 平成19年２月28日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

 （注）普通株式の発行済株式総数の増加 2,000株は、有償一般募集による新株の発行による増加であります。 

  

前事業年度（自 平成17年９月１日 至 平成18年８月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

 
前事業年度末株式 
数（株） 

当中間会計期間増 
加株式数（株） 

当中間会計期間減 
少株式数（株） 

当中間会計期間末 
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式（注） 7,230 2,000 ― 9,230 

合計 7,230 2,000 ― 9,230 

 
前事業年度末株式 
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

発行済株式         

普通株式 7,230 ― ― 7,230 

合計 7,230 ― ― 7,230 

当中間会計期間 
（自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

※１．現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成19年２月28日現在） 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

（平成18年８月31日現在） 

現金及び預金 453,093千円

現金及び現金同等物 453,093千円

現金及び預金 234,090千円

現金及び現金同等物 234,090千円



（リース取引関係） 

当中間会計期間 
（自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び中間期末残高相当額 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

 
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

中間期末残
高相当額 
（千円） 

機械及び
装置 

131,350 14,529 116,820

合計 131,350 14,529 116,820

 
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

機械及び
装置 

131,350 5,147 126,202 

合計 131,350 5,147 126,202 

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等 

未経過リース料中間期末残高相当額 

(2）未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内 17,632千円

１年超 100,091千円

合計 117,724千円

１年内 17,401千円

１年超 108,966千円

合計 126,368千円

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 10,262千円

減価償却費相当額 9,382千円

支払利息相当額 1,603千円

支払リース料 13,525千円

減価償却費相当額 12,409千円

支払利息相当額 1,405千円

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております  

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(5）利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。 

(5）利息相当額の算定方法 

同左 

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はありません。 

 （減損損失について） 

同左 



（有価証券関係） 

当中間会計期間（自 平成18年９月１日 至 平成19年２月28日） 

 該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成17年９月１日 至 平成18年８月31日） 

 該当事項はありません。 

（デリバティブ取引関係） 

当中間会計期間（自 平成18年９月１日 至 平成19年２月28日） 

 デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成17年９月１日 至 平成18年８月31日） 

 デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

（ストック・オプション等関係） 

当中間会計期間（自 平成18年９月１日 至 平成19年２月28日） 

 該当事項はありません。 

（持分法損益等） 

当中間会計期間（自 平成18年９月１日 至 平成19年２月28日） 

 該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成17年９月１日 至 平成18年８月31日） 

 該当事項はありません。 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下の

とおりであります。 

項目 
当中間会計期間 

（自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

１株当たり純資産額 142,491円24銭 51,346円91銭 

１株当たり中間（当期）純利益 9,354円94銭 11,724円66銭 

潜在株式調整後 

１株当たり中間（当期）純利益 

 8,786円40銭  潜在株式調整後１株当たり当期純利益

については、期中平均株価の算定が困

難であるため、記載しておりません。 

項目 
当中間会計期間 

（自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

１株当たり中間（当期）純利益     

中間（当期）純利益（千円） 74,455 84,769 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― 

普通株式に係る中間（当期）純利益（千円） 74,455 84,769 

期中平均株式数（株） 7,959 7,230 

      

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益     

中間（当期）純利益調整額 － － 

普通株式増加数 515 － 

 （うち新株予約権） (515) (－) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益の算定に含めなかった潜在株式の概

要 

 ―――― 新株予約権741個 



（重要な後発事象） 

当中間会計期間 
（自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

 １．取締役に対するストック・オプション報酬額及び内

容決定について 

 当社は、平成19年４月11日開催の臨時株主総会にお

いて、会社法第236条、第238条及び第239条第1項の規

定に基づき、ストック・オプションを目的として発行

する新株予約権の発行について決議いたしました。  

 １．取締役に対し新株予約権を発行する理由及び報酬の

上限 

 当社の取締役に業績向上や企業価値の増大、株主重

視の経営意識を高めるためのインセンティブを与える

ことを目的として、取締役の報酬額とは別枠で報酬と

して新株予約権を取締役に年額5,000万円の範囲内で

付与する。 

２．新株予約権の内容 

(1) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 

 普通株式50株を、当該株主総会の日から１年以内

の日に発行する新株予約権を行使することにより交

付を受けることができる株式数の上限とする。 

 なお、当社が株式分割または株式併合を行う場

合、次の算式により目的となる株式の数を調整する

ものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権の

うち、当該時点で行使されていない新株予約権の目

的となる株式の数について行われ、調整の結果生じ

る１株未満の端数については、これを切捨てるもの

とする。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

 また、上記のほか、決議日後、株式数の調整を必

要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的

な範囲で当社は必要と認める株式数の調整を行う。 

(2) 新株予約権の数 

 50個を本株主総会の日から１年以内の日に発行す

る新株予約権の上限とする。なお、新株予約権１個

当たりの目的となる株式数（以下、「付与株式数」

という。）は１株とする。ただし(1) に定める株式

の数の調整を行った場合は、付与株式数についても

同様の調整を行う。 

(3) 新株予約権と引換えに払込む金額 

 新株予約権の割当日における諸条件をもとに、企

業会計基準委員会が公表する「ストックオプション

等に関する会計基準」に記載される株式オプション

価格算定モデルにより算定した価額を払込金額とす

る。 

 なお、新株予約権の交付を受けた各取締役は、新

株予約権と引換えに金銭を払込むことを要しないも

のとする。 

 該当事項はありません。 

 



当中間会計期間 
（自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

(4) 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価

額 

 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

は、新株予約権の行使により交付を受けることがで

きる株式１株当たりの払込金額（以下、「行使価

額」という。）に当該新株予約権に係る付与株式数

を乗じた金額とする。 

 行使価額は、新株予約権を割当てる日（以下、

「割当日」という。）の属する月の前月の各日（取

引が成立しない日を除く。）の東京証券取引所にお

ける当社普通株式の普通取引の終値（以下、「終

値」という。）の平均値に1.05を乗じた金額とし、

１円未満の端数は切上げる。ただし、その金額が割

当日の終値（当日に終値がない場合は、それに先立

つ直近日の終値）を下回る場合は、割当日の終値と

する。 

 なお、割当日後、当社が当社普通株式につき株式

分割または株式併合等を行う場合には、次の算式に

より行使価額を調整し、調整による１円未満の端数

は切上げる。 

 上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する

場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、

その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要

とする場合には、取締役会の決議により合理的な範

囲で行使価額を調整するものとする。 

(5) 新株予約権を行使することができる期間 

 新株予約権の割当にかかる取締役会決議の日後２

年を経過した日より８年以内とする。ただし、行使

期間の 終日が会社の休日にあたる時はその前営業

日を 終日とする。 

(6) 新株予約権の譲渡制限 

 譲渡による新株予約権の取得については、取締役

会の承認を必要とする。 

(7) その他の新株予約権の内容 

 新株予約権に関するその他の内容については、新

株予約権の募集事項を決定する取締役会において定

める。 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割・併合の比率 

  

 



当中間会計期間 
（自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

２．従業員等に対するストック・オプションとして発行

する新株予約権について 

 当社は、平成19年４月11日開催の臨時株主総会に

おいて、会社法第236条、第238条並びに第239条の規

定に基づき、当社使用人並びに関連会社の取締役、

監査役及び使用人に対してストック・オプションと

して発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取

締役会に委任することを決議いたしました。 

１．新株予約権を発行する理由 

 当社使用人並びに関連会社の取締役、監査役及び使

用人に対して業績向上や企業価値の増大、株主重視の

経営意識を高めるためのインセンティブを与えること

を目的とする。 

２．新株予約権の内容及び数の上限等 

(1) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 

 当社普通株式50株を上限とする。 

 なお、当社が株式分割または株式併合を行う場

合、次の算式により目的となる株式の数を調整する

ものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権

のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約

権の目的となる株式の数について行われ、調整の結

果１株未満の端数が生じた場合は、これを切捨てる

ものとする。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

(2) 新株予約権の数 

 50個を上限とする。 

 なお、新株予約権１個当たりの目的となる株式の

数（以下、「付与株式数」という。）は１株とす

る。 

 ただし、前項(1) に定める株式の数の調整を行っ

た場合は、同様の調整を行う。 

(3) 新株予約権と引換えに払込む金額 

 新株予約権と引換えに金銭を払込むことを要しな

いものとする。 

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

は、新株予約権の行使により交付を受けることがで

きる株式１株当たりの払込金額（以下、「行使価

額」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は以下のとおりとする。 

 新株予約権割当日の属する月の前月各日（取引が

成立していない日を除く。）における東京証券取引

所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値

に1.05を乗じた金額（１円未満の端数は切上げ）と

する。ただし、当該金額が新株予約権割当日の東京

証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値

（取引が成立しない場合はその前日の終値）を下回

る場合は、当該終値の価額とする。 

  

 



当中間会計期間 
（自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

 なお、新株予約権割当日後、当社が株式分割また

は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を

調整し、調整による１円未満の端数は切上げる。 

 また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株

式につき、時価を下回る価額で新株を発行または自

己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価

額を調整し、調整による１円未満の端数は切上げ

る。 

 上記算式において、「既発行株式数」とは当社の

発行済株式総数から当社が保有する普通株式に係る

自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処

分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する

自己株式数」に読み替えるものとする。さらに、当

社が資本の減少を行う場合等、行使価額の調整を必

要とするやむを得ない事由が生じたときは、諸条件

を勘案の上、合理的な範囲で行使価額の調整を行う

ものとする。 

(5) 新株予約権を行使することができる期間 

 新株予約権の割当にかかる取締役会決議の日後２

年を経過した日より８年以内とする。ただし、行使

期間の 終日が会社の休日にあたる時はその前営業

日を 終日とする。 

(6) 新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権者は、権利行使時において、当社使

用人並びに関連会社の取締役、監査役及び使用人

の地位にあることを要する。 

② その他の新株予約権の行使に関する条件につい

ては、取締役会決議により定めるところによる。 

③ その他の行使の条件については、本株主総会及

び取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権

の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権

割当契約」に定めるところによる。 

(7) 新株予約権の譲渡制限 

 譲渡による新株予約権の取得については、取締役

会の承認を必要とする。 

(8) 新株予約権の行使により株式を発行する場合にお

ける増加する資本金及び資本準備金の額 

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合に

おいて増加する資本金の額は、会社計算規則第40

条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の

２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数

が生じたときは、その端数を切上げる。 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割・併合の比率 

       
既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数×１

株当たり払込金額 

調整後 

行使価額
＝ 

調整前 

行使価額
× 

１株当たり時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 

  

 



当中間会計期間 
（自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合に

おいて増加する資本準備金の額は、前記①の資本

金等増加限度額から前記①に定める増加する資本

金の額を減じた額とする。 

(9) 新株予約権の取得事由及び条件 

① 当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の

議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしく

は新設分割計画承認の議案、または当社が完全子

会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承

認の議案につき当社株主総会で承認された場合

（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決

議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定め

る日に、無償で新株予約権を取得することができ

る。 

② 東京証券取引所における当社普通株式の普通取

引の終値が、新株予約権の行使に際して出資され

る１株当たりの行使価額（（4）記載の調整を行

う場合は調整後の１株当たりの行使価額）の２分

の１を継続して１年間下回るときは、当社は、取

締役会が別途定める日に、新株予約権を無償にて

取得することができる。 

③ 当社は、新株予約権の割当てを受けた者が

（6）に定める条件により、権利を行使する条件

に該当しなくなった場合は、取締役会が別途定め

る日に、当該新株予約権を無償で取得することが

できる。 

 ただしこの取得処理については、権利行使期間

が終了した後に一括して行うことができるものと

する。 

(10) 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い 

 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に

限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株

式移転（以上を総称して以下、「組織再編行為」と

いう。）をする場合において、組織再編行為の効力

発生日において残存する新株予約権（以下、「残存

新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、そ

れぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号

イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象

会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づ

きそれぞれ交付することとする。この場合において

は、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株

予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下

の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付す

る旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、

株式交換契約または株式移転計画において定めた場

合に限るものとする。 

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数 

  残存新株予約権の新株予約権者が保有する新

株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するも

のとする。 

  

 



当中間会計期間 
（自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式

の種類 

  再編対象会社の普通株式とする。 

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式

の数 

  組織再編行為の条件等を勘案の上、前記

(1) に準じて決定する。 

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の

価額 

  交付される各新株予約権の行使に際して出資

される財産の価額は、組織再編行為の条件等を

勘案の上、前記(4) で定められる行使価額を調

整して得られる再編後払込金額に上記③に従っ

て決定される当該新株予約権の目的である再編

対象会社の株式の数を乗じて得られる額とす

る。 

⑤ 新株予約権を行使することができる期間 

  前記(5) に定める新株予約権の行使すること

ができる期間の初日と組織再編行為の効力発生

日のうちいずれか遅い日から、前記(5) に定め

る新株予約権を行使することができる期間の末

日までとする。 

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合

における増加する資本金及び資本準備金に関す

る事項 

  前記(8) に準じて決定する。 

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限 

  譲渡による新株予約権の取得については、再

編対象会社の取締役会の決議（再編対象会社が

取締役会設置会社でない場合には、「取締役」

とする。）による承認を要するものとする。 

⑧ 新株予約権の取得事由及び条件 

  前記(9) に準じて決定する。 

(11) 新株予約権の行使により生じる１株に満たない端

数の取扱い 

  新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株

式の数に１株に満たない端数がある場合には、これ

を切捨てるものとする。 

(12) その他の新株予約権に関する細目事項について

は、新株予約権の募集事項を決定する取締役会の決

議において定める。 

 

  



(2）【その他】 

該当事項はありません。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1）有価証券届出書（有償一般募集増資及び売出し）及びその添付書類 

 平成18年11月28日九州財務局長に提出。 

(2）有価証券届出書の訂正届出書 

 平成18年12月７日及び平成18年12月18日九州財務局長に提出。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成19年５月11日 

株式会社マルマエ  

  取締役会 御中      

  三優監査法人  

 
代表社員 

業務執行社員 
  公認会計士 杉田 純   印 

  業務執行社員   公認会計士 吉川 秀嗣  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社マルマエの平成18年９月１日から平成19年８月31日までの第20期事業年度の中間会計期間（平成18年９月１日から平成

19年２月28日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び

中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の

責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社マルマエの平成19年２月28日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成18年９月１日

から平成19年２月28日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認め

る。 

追記情報 

 中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更に記載されているとおり、会社は荷造運送費について、販売費及び一

般管理費として処理する方法から売上原価として処理する方法へ変更した。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

 （注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社

が別途保管しております。 
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